
 

 

令和２年９月農業委員会定例会議事録 

日時 

 

場所 

 

 

 

日程第１ 

日程第２ 

日程第３ 

日程第４ 

日程第５ 

日程第６ 

 

出席委員 

 

 

 

 

欠席委員 

 

事務局 
 

農林水産課 

 

農地機構 

 

傍聴者 

 

 

 

令和２年９月１８日（金）午後１時３０分～午後２時０６分 

 

さぬき市役所 附属棟 多目的室 

 

議事録署名委員の指名について 

 

諸報告 

農地法第３条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１号～４号） 

非農地証明願について            （会長提出議案第５号） 

農地法第５条に基づく申請審議について    （会長提出議案第６号～１０号） 

農用地利用集積計画の審議について      （会長提出議案第１１号） 

その他 

 

1楠 豊 2吉原博美 3朝倉重弘 4蓮井セツ子 5松岡浩二  

6稲田俊美 7間嶋正憲  9岡村義弘 10廣瀬 徹 11川田政美 

12十川隆行 13岩澤佳宣 14寒川 巧 15十河道夫 16藤澤 明 

17芳竹和政(会長職務代理者) 18松原俊幸（会長）  

 

8大塚ノブ子      

 

藤井 浩事務局長 山下智資課長補佐 頼冨伸次副主幹 脇谷哲士主任主事 

 

玉木省三副主幹 

 

松岡一海農地集積専門員 猪熊 正農地集積専門員 

 

無 

 

 

 

  



  

  

議長（会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

改めまして、皆さん、こんにちは。今年の夏は大変暑い夏が続きますが、

皆さん、稲刈り等はもう終わられて、秋野菜の植付け等お忙しい中ご出席い

ただきましてありがとうございます。日頃は当農業委員会の活動にご尽力い

ただき、ありがとうございます。 

さて、前回の定例会で調整しました、農地パトロールを起点とした利用状

況調査、遊休農地対策事業が始まり、不慣れな場所でございますが、気をつ

けて、山間部などには行ってもらいたいと思います。 

本日の議題であります各案件につきましては、円滑なご審議やご協力を賜

りますようお願い申し上げまして、会長としての簡単ではございますが挨拶

に代えさせていただきます。 

なお、本日提案致します案件につきましては、事前に各地区で現地確認

し、調査いただいていると思いますので、よろしくお願い致します。 

なお、本日、新規就農の案件がありましたが、事前に各地区の代表者と会

長職務代理、私の７人で聞き取り調査を行っていますので、後ほど地区代表

者から報告致しますので、よろしくお願い致します。 

さて、本日の出席は１８名中１７名の出席ですので、農業委員会等に関す

る法律第２７条第３項の規定に基づき、過半数の出席ですので成立すること

を宣言致します。 

では、議事録の署名委員ですが、私のほうから指名させていただきます。

それでは、５番松岡委員さん、６番稲田委員さん、両委員さん、よろしくお

願い致します。 

では、本日の日程に沿って進めさせていただきます。 

日程第１ 諸報告、事務局より報告をお願い致します。 

 

そしたら、こちらの資料をご覧ください。 

農地法第１８条第６項の規定による通知書は５件受理しています。これは

賃借権を中途解約するものであります。 

それと、その中の１号、２号をご覧ください。これは農地機構を通じて貸

し借りを行っている農地で、貸人は●●●●●●地区の●●●●様、借人は

●●●●●●●●で、申請地は●●●●●●番他２筆です。解約理由は売買

のためです。 

次、３号が、貸人は●●●●●地区の●●●●様、借人は●●●●●地

区、●●●●●様で、申請地は●●●●●●●●番●他２筆です。解約理由

は借人死亡のためです。 

次、４号と、次のページの５号をご覧ください。これは農地機構を通じて

の貸し借りを行っている農地で、貸人は●●●地区の●●●●様、借人は●

●●●●●●●●●で、申請地は●●●●●番●他２筆です。解約理由は貸

人の要望のためです。 

次は、使用貸借に係る農地の返還通知書は２件受理しております。 

３ページをご覧ください。この中の第１号、２号をご覧ください。これは

農地機構を通じて貸し借りを行っている農地で、貸人は●●●●●●地区の

●●●●様、借人は●●●●●●●●で、申請地は●●●●●●番です。解

約理由は売買のためです。 

以上で報告を終わります。 

 

事務局からの報告が終わりました。 

日程第２ 農地法第３条に基づく申請審議について、会長提出議案第１号

から第４号を議題とし一括上程致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 



  

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 
蓮井セツ子委員 

 

 

 

農地法第３条に基づく申請審議について、今回の３条申請は、件数としま

しては４件、筆数１１筆、面積として１３，９９２㎡でございます。 

会長提出議案第１号と第３号は関係案件ですので、一括して説明させてい

ただきます。 

会長提出議案第１号、地区番号２、受付年月日、令和２年８月３１日。譲

渡人、●●●●●●●●、●●●●様。譲受人、●●●●●●●●、●●●

●様。申請地、●●●●●●●●●●●●番他３筆、台帳地目、現況地目全

て田、地積４，２３９㎡。譲渡人の申請事由、●●●●。譲受人の申請事

由、●●●●。権利は●●●●●●●です。 

次に、関係案件である会長提出議案第３号についてです。 

地区番号２、受付年月日、令和２年８月３１日。譲渡人、●●●●●●●

●、●●●●様。譲受人、●●●●●●●●、●●●●様。申請地、●●●

●●●●●●●●●●番●。台帳地目、現況地目ともに田、地積３８６㎡。

譲渡人の申請事由、●●●。譲受人の申請事由、●●●●。権利は●●●

●●●を伴うもので、第１号、第３号を合わせての地積は４，６２５㎡とな

り、受人従事数は２名です。第１号については資料１ページでございます。

●●●●●●●●●●から南東に５００ｍに位置しております。第３号につ

いては資料の２ページで、●●●●●●●から北東３００ｍに位置していま

す。なお、第１号の譲渡人と譲受人の関係については、譲渡人と譲受人の父

が親戚関係に当たるとのことで、本日、ヒアリングを行っております。 

続きまして、会長提出議案第２号、地区番号２、受付年月日、令和２年８

月３１日。譲渡人、●●●●●●●、●●●●様。譲受人、●●、●●●●

●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●番他４筆の計５筆。台帳地

目、現況地目すべて田、地積７，０１６㎡。譲渡人の申請事由、●●●。譲

受人の申請事由、●●●●●●●。なお、譲渡人の申請事由については、本

人申請のとおりに記載させてはいただいておりますが、農業外の業務を行っ

ているため、●●●●●●●●●と捉えております。権利としては●●●

●●を伴うもので、経営面積は３４，３０３㎡となり、受人従事数は３。資

料としましては４ページでございます。申請地は●●●●●●●●●●から

南東に１．５㎞に位置し、譲受人については農地所有適格法人の要件を満た

していると判断しております。 

続きまして、会長提出議案第４号、地区番号３、受付年月日、令和２年８

月３１日。譲渡人、●、●●、●●●様。譲受人、●、●●、●●●●様。

申請地、●●●●●●●●番。台帳地目、現況地目ともに田、地積２，３５

１㎡。譲渡人の申請事由、●●●●。譲受人の申請事由は●●●●●●●。

権利としては●●●●●を伴うもので、経営面積８，２６５㎡。受人従事数

は２。資料は３ページでございます。申請地は●●●●●●●●●●から南

７００ｍに位置し、譲受人については申請地周辺にも農地を所有し、経営面

積の保全管理も行っております。 

第１号、第３号については●●●●案件、第２号、第４号については●●

●●●●案件で、全て下限面積を満たしております。よろしくお願い致しま

す。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い

致します。 

まず、最初、●●地区、お願いします。 

 

９月１５日、９名全員で現地調査を行いました。議案第１号、第２号、第

３号については許可相当の判断でございますので、ご審議のほどよろしくお

願いします。 

 



  

議長（会長） 

 

稲田俊美委員 

 

 

議長（会長） 
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議長（会長） 
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議長（会長） 
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議長（会長） 

 

 

十河道夫委員 

 

続きまして、●●地区、お願いします。 

 

９月１３日に見回りに参りまして、何ら問題ないと思いますので、よろし

くお願いします。 

 

議案第１号から第４号までにつきまして、質疑等がありましたら発言を認

めます。 

ございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１号から第４号までにつきましてお諮りします。議案第

１号から第４号までについて異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１号から第４号を原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、日程第３ 非農地証明願について、会長提出議案第５号を議

題とし上程致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

議案書の２ページ目をご覧いただきたいと思います。非農地証明案願につ

きましては今回１件でございまして、ご覧のとおり、面積に致しまして３，

３９８㎡の５筆でございます。それでは、個別案件についてご説明をさせて

いただきます。 

会長提出議案第５号、地区番号５、受付年月日が令和２年８月３１日。申

請人は●●●●●●の●●●●様でございます。申請地は●●●●●●●●

●●●番●他４筆でございます。ご覧のとおり、台帳地目、全て田、現況地

目は全て山林となり、地積合計で全３，３９８㎡ございます。申請理由と致

しましては、昭和５５年頃から４０年以上耕作不能な状態が継続し山林化し

たものでございます。 

お手元の資料の５ページ目以降をご覧いただきたいと思います。概要でご

ざいますが、お手元の５ページ目でございますけれども、さぬき市●●、●

●●●、●●●●●から北西へ約６００ｍ入った、ご覧のとおり、山間部が

迫る●●及び●●周辺に位置しております。申請者は昭和５０年に農地を取

得し、これまで肥培管理を行ってきましたが、高齢化に伴い管理難となり、

やがて隣接山林の竹木に浸食され、また、利用状況調査においても、●●

●●番●につきましては既に赤、いわゆる非農地判定になっている状況でご

ざいます。ちょうどお手元の資料の５ページ目でお話しさせていただきます

と、丸Ａのところが先ほど申し上げました赤判定に既になっております●●

●●番●がＡとＢでございます。そして、Ｃと、ちょっと右下に飛んでＧで

すけれども、そちらに●●●●番が２点、それと、●●●●番がＣ、Ｄ、Ｄ

の●●●●番の右側に●●●●番、そして、Ｅで●●●●番●、Ｆ同番とな

っております。 

あと、６ページ、７ページのほうは、ご覧のとおり、登記簿のほうをつけ

ておりますので、１筆と４筆でご覧のとおりとなっております。以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い致します。 

 

１３日に農業委員と推進委員合同で現地を確認を致しました。写真見ても

らったら分かるとおりでございますので、仕方がないなということで、証明
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することにしております。審議のほう、よろしくお願いします。以上です。 

 

地区代表委員からの報告が終わりました。議案第５号につきまして質疑等

がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第５号につきましてお諮りします。議案第５号について異

議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第５号を原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、日程第４ 農地法第５条に基づく申請審議について、会長提

出議案第６号から第１０号までを議題とし一括上程致します。 

なお、今月の議案で、第７号は寒川委員の関係する議案になりますので、

除斥対象議案になりますので、後で別審議と致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

議案書の３ページでございます。農地法第５条に基づく申請審議につい

て、今月の５条の案件は５件ありまして、面積にして３，０８４㎡、７筆で

す。 

それでは、個別の案件の説明を致します。 

会長提出議案第６号、地区番号は２、受付年月日、令和２年８月３１日。

譲渡人、●●●●●●●●、●●●●様。譲受人で●●●●●●●●●●、

●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●●番●。台帳地目、現況地

目ともに田。地積は３７７㎡。転用目的は非農家の自己住宅で、建築面積１

１９．１３㎡です。工事着完予定年月日は令和２年１１月１５日から令和３

年５月３０日。権利は●●●●●●●で、第３種農地です。備考と致しまし

て、農振の個別除外の事前協議済みでございます。資料につきましては８ペ

ージから９ページで、場所につきましては８ページの左側に位置図を掲載し

ております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●、●●●

●●●●●●●から東へ約３９０ｍに位置し、申請地の隣接は道路及び水路

に接しております。土地利用計画図等から、申請人は現在借家に住んでお

り、子息成長に伴う住宅困窮改善のために現住所周辺で生活する上で利便性

の高い土地を検討していたところ、農業継続の困難となった土地所有者との

話がまとまり、住宅平屋１棟、面積１１９．１３㎡を建築したく転用申請に

及んだものです。地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ておりま

す。 

続きまして、会長提出議案第８号でございます。地区番号は５、受付年月

日、令和２年８月３１日。譲渡人で●●●●●●、●●●●●様。譲受人で

●●●、●●●●●●●●●●●●。申請地は●●●●●●●●●番●、同

●●●番●。台帳地目、現況地目ともに田。地積は２筆合わせまして１，４

０８㎡。転用目的は分譲住宅、建築面積は５０３．４４㎡。工事着完予定年

月日は令和２年１０月３０日から令和５年９月２９日。権利は●●●

●●●●で、第２種農地でございます。備考と致しまして、併せ利用地がご

ざいまして、農振の個別除外の事前協議済みでございます。資料につきまし

ては１２から１３ページでございます。１２ページの左側に位置図を掲載し

ております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●、●●●●●●●●

●から北東へ約５３０ｍに位置し、申請地の隣接は宅地、道路及び水路に接
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しております。土地利用計画図等から、申請人は当該周辺地で申込みがあっ

たことから約２，４００㎡程度の分譲用地を探していたところ、高齢で自作

が困難となっていた土地所有者との意向が合致し、転用申請に及んだもので

す。本事業計画として、分譲住宅用地８棟２階建、面積５０３．４４㎡で

す。地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も整っております。 

続きまして、会長提出議案第９号、地区番号は５、受付年月日、令和２年

８月３１日。譲渡人で、●●●●●●●、●●●●●様。譲受人で●●●、

●●●●●●●●●●●●。申請地は●●●●●●●●●番●。台帳地目、

現況地目ともに田。地積は５２１㎡。転用目的は分譲住宅。建築面積で１２

５．８６㎡。工事着完予定年月日で令和２年１０月３０日から令和５年９月

２９日。権利は●●●●●●●で、第３種農地です。備考と致しまして、農

振の個別除外の事前協議済みでございます。資料が１４から１５で、位置図

を１４ページ左側に掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●、●●●●●から北

へ約７５ｍに位置し、申請地の隣接は宅地、道路及び水路に接しておりま

す。土地利用計画図等から、申請人は当該地周辺で申込みがあったことから

５００㎡程度の分譲用地を探していたところ、高齢で自作が困難となってい

た土地所有者との意向が合致し、転用申請に及んだものです。本事業計画と

して、分譲用地２棟２階建、１２５．８６㎡です。地元土地改良区をはじ

め、水利組合の同意も整っております。 

続きまして、会長提出議案第１０号、地区番号は５、受付年月日、令和２

年８月３１日。譲渡人で●●●●●●●、●●●●様。譲受人で●●●

●●●●、●●●●●●●。申請地は●●●●●●●●●●番。台帳地目、

田、現況、畑。地積は２７９㎡。転用目的は現場事務所、資材置場。面積

７．８５㎡。工事着完予定年月日は令和２年１０月３０日から令和３年３月

３１日。権利は●●●●●●で、第２種農地です。備考と致しまして一時転

用で、資料が１６から１７です。 

申請地の概要でございますが、さぬき●●、●●●、●●●から西へ約２

３０ｍに位置し、申請地の隣接は道路、水路及び河川に接しております。土

地利用計画図等から、申請人は●●●●●●●●●●発注の●●●●●●●

を受注し、工事施工するに当たり作業場における工事資材などの仮置きすべ

き場所を探していたところ、工事現場に近い土地所有者との一時転用するこ

とについて了承されたため、転用申請に及んだものです。地元土地改良区を

はじめ、水利組合の同意も整っております。以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い

致します。 

まず、最初、●●地区、お願いします。 

 

議案第６号でございますが、９月１５日に現地確認、案件内容のとおり、

問題ございませんので、よろしくご審議をお願いします。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの調査結果の報告をお願い致します。 

 

１３日に現地確認に参りました。８号に関しましては農振除外済みであり

ますし、３回目の確認になりました。問題なしと判断致しました。 

第９号も同じように８号の近くで、農振除外済みでございます。問題なし

と判断致しました。それと、１０号に関しましては、現場事務所の資材置場

ということですので、一時転用ですので問題なしと判断致しましたので、ご

審議のほうよろしくお願い致します。以上です。 
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各地区代表委員からの報告が終わりました。議案第７号を除く議案第６号

及び第８号からから第１０号までにつきまして質疑等がありましたら発言を

認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第７号を除く議案第６号及び第８号から第１０号までにつ

きましてお諮りします。議案第７号を除く議案第６号及び第８号から第１０

号までについて異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第７号を除く議案第６号及び第８号から第１０号までを原

案のとおり認めることとし、香川県へ進達致します。 

続きまして、寒川委員の関係する議案である議案第７号の審議に入りま

す。 

それでは、寒川委員の退席を求めます。 

 

（寒川委員 退席） 

 

では、事務局より説明を求めます。 

 

会長提出議案第７号でございます。地区番号は３、受付年月日、令和２年

８月３１日。譲渡人で●●●●●、●●●●様。譲受人で●●●●●、●●

●●様。申請地は●●●●●●●●●番●、同●●●●番●。台帳地目、現

況地目ともに田、地積は２筆合わせまして４９９㎡。転用目適は分家住宅

で、建築面積１２０．４０㎡です。工事着完予定年月日は令和２年１１月１

日から令和３年３月３１日。権利は●●●●●●●●で、第２種農地です。

備考と致しまして、農振の個別除外の事前協議済みです。資料が１０ページ

から１１ページでございまして、位置図を１０ページ左側に掲載しておりま

す。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●、●●●●●●から南

西へ約７４０ｍに位置し、申請地の隣接は田、道路及び水路に接しておりま

す。土地利用計画図等から、申請人は現在借家に住んでおりますが、家財道

具も増え、また、実家の祖父の面倒や農業を手伝うため、祖父所有の当該地

に住宅２階建１棟、面積９３．１６㎡、カーポート平屋１棟、２７．２４㎡

を建築するものです。地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ており

ます。以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い致します。 

 

７号については、●●●●さんから●●さんは孫になり、分家住宅扱い。

それと、この西側の●●●●番付近ですが途中に農道が通っており、傾斜が

あるので、道の工事というのが、石垣、ブロックとコンクリを上に足してお

り、下の部分が出て曲がっていたけれども、立会の３人は土地改良の役員で

もあり、境界立会にも立ち会いまして良しということで現地を確認しまし

た。 

 

地区代表委員からの報告が終わりました。議案第７号につきまして質疑等

がありましたら発言を認めます。 
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「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第７号につきましてお諮りします。議案第７号について異

議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第７号を原案のとおり認めることとし、香川県へ進達致し

ます。 

退席されている寒川委員の着席を認めます。 

 

（寒川委員 着席） 

 

日程第５ 農用地利用集積計画の審議について、会長提出議案第１１号を

上程致します。では、事務局より説明を求めます。 

 

会長提出議案第１１号、農用地利用集積計画の審議についてご説明致しま

す。 

４ページ、５ページをご覧ください。この中で、個人が６件、中間管理機

構が１３件の合計１９件となっております。１９件のうち、新規が１３件、

再設定が６件となっております。１９件のうち賃借権が６件、使用貸借権が

１３件となっております。賃借権の内訳としまして、物納が２件、１０，０

００円が１件、３，０００円が１件、２，０００円が２件となっておりま

す。期間は、１０年が１件、６年が１２件、５年が４件、３年が２件となっ

ております。 

続きまして、農地中間管理事業対象農用地等の総括表のほうの説明を致し

ます。Ａ３のこちらの用紙のほうの説明になります。 

全部で２２件あります。貸付先は、個人が１５件、法人が７件となってお

ります。設定する権利等の種類は、賃借権が７件、使用貸借権が１５件とな

っております。期間は、１０年が１件、６年が１７件、３年が４件となって

おります。利用内容は、水稲、麦、野菜の作付となっております。以上で説

明を終わります。 

 

説明が終わりました。質疑に入ります。なお、本案件につきましては案件

も多いので、一括して質疑に入りたいと思いますので、質疑がある場合は、

整理番号指定の上ご発言をお願い致します。 

ございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１１号について、原案のとおり認めることとしてよろし

いでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

では、原案のとおり認めることと致します。 

本日上程の議案については以上ですが、日程第６ その他で、事務局、何

かありませんでしょうか。 

 

２件ありまして、１点目は、皆さんのお手元にはお配りさせていただい

た、顔写真を貼った身分証になりますので、手帳に入れていただけたらと。

また、地区代表さんには、推進委員さんの配付をお願いできたらと思いま
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す。 

２点目については、農家相談の開催についてで、ございます。地区代表の

ところに置かせていただいているのですが、日程は、大川、長尾地区が１１

月２６日、津田、志度、寒川地区は１１月２７日を予定させていただいてい

ますので、担当していただける委員さんを決めていただき、１０月定例会開

催までに事務局へ届け出ていただけたらと思いますので、よろしくお願い致

します。 

そして、次回の定例会のご案内でございます。来月、１０月２０日火曜日

１３時３０分、お隣の本庁３階、３０１、３０２会議室となっておりますの

で、お間違えのないようよろしくお願い致します。以上です。 

 

他にございませんか。 

 

「なし」との声あり。 

 

以上をもちまして、令和２年９月農業委員会定例会を閉会と致します。慎

重なるご審議ありがとうございました。 

 

（１４時０６分閉会） 

 

 

 

各議案毎の採決結果（議長は可否に入らず） 

・農地法第３条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・非農地証明願について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第５条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農用地利用集積計画の審議について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

上記は会議の顛末を録して正当なることを証して署名する。 
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